
 

 静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月27日                   

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第24号 

   静岡県建設工事執行規則の一部を改正する規則 

 静岡県建設工事執行規則（昭和50年静岡県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 

 第１章～第４章 （略） 

 第５章 請負契約の解除（第51条－第55条） 

 

 第６章 （略） 

 附則 

 （通則） 

第10条 （略） 

２～６ （略） 

７ 請負契約に定める請求、通知、報告、指

示、承諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。 

８ （略） 

 （契約の保証） 

第12条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

３～５ （略） 

（暴力団関係業者による下請負の禁止等） 

第14条の２ 請負者は、第52条第１項第６号ア

からオまでのいずれかに該当する者（以下

「暴力団関係業者」という。 ）を下請負人とし

てはならない。 

２～４ （略） 

（監督員） 

目次 

 第１章～第４章 （略） 

 第５章 請負契約の解除（第51条－第55条の

４） 

 第６章 （略） 

 附則 

 （通則） 

第10条 （略） 

２～６ （略） 

７ 請負契約に定める催告、請求、通知、報

告、指示、承諾及び解除は、書面により行わ

なければならない。 

８ （略） 

 （契約の保証） 

第12条 （略） 

２ （略） 

３ 請負者が第１項第３号から第６号までのい

ずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証

は第55条の２第３項各号に規定する者による

契約の解除の場合についても保証するもので

なければならない。 

４～６ （略） 

（暴力団関係業者による下請負の禁止等） 

第14条の２ 請負者は、第52条の２第１項第10

号アからオまでのいずれかに該当する者（以

下「暴力団関係業者」という。 ）を下請負人と

してはならない。 

２～４ （略） 

（監督員） 

 



 

第21条 （略） 

２～４ （略） 

５ 契約担当者が監督員を置いたときは、この

規則に定める請求、通知、報告、承諾及び解

除であって請負者が契約担当者に対して行う

ものについては、第23条第４項の規定による

請求を除き、監督員を経由して行うものとす

る。この場合においては、監督員に到達した

日をもって契約担当者に到達したものとみな

す。 

６ （略） 

 （支給材料及び貸与品） 

第26条 （略） 

２～４ （略）  

５ 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを

受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項

の規定による検査によっては発見することが

困難であった隠れたかしがあり使用に適当で

ないと認めたときは、その旨を直ちに契約担

当者に通知しなければならない。 

 

 

６～９ （略） 

10 請負者は、故意又は過失により支給材料又

は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はそ

の返還が不可能となつたときは、契約担当者

の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならな

い。 

11 （略） 

 （かし担保） 

第49条 契約担当者は、工事目的物にかしがあ

るときは、請負者に対して相当の期間を定め

てそのかしの修補を請求し、又は修補に代

え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求

することができる。ただし、かしが重要では

第21条 （略） 

２～４ （略） 

５ 契約担当者が監督員を置いたときは、この

規則に定める催告、請求、通知、報告、承諾

及び解除であって請負者が契約担当者に対し

て行うものについては、第23条第４項の規定

による請求を除き、監督員を経由して行うも

のとする。この場合においては、監督員に到

達した日をもって契約担当者に到達したもの

とみなす。 

６ （略） 

 （支給材料及び貸与品） 

第26条 （略） 

２～４ （略）  

５ 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを

受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、

品質又は数量に関し請負契約の内容に適合し

ないこと（第２項の規定による検査により発

見することが困難であったものに限る。 ）など

があり使用に適当でないと認めたときは、そ

の旨を直ちに契約担当者に通知しなければな

らない。 

６～９ （略） 

10 請負者は、故意又は過失により支給材料又

は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はそ

の返還が不可能となったときは、契約担当者

の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならな

い。 

11 （略） 

 （契約不適合責任） 

第49条 契約担当者は、引き渡された工事目的

物が種類又は品質に関して契約の内容に適合

しないもの（以下「契約不適合」という。 ）で

あるときは、請負者に対し、目的物の修補又

は代替物の引渡しによる履行の追完を請求す

 



 

なく、かつ、その修補に過分の費用を要する

ときは、契約担当者は、修補を請求すること

ができない。 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償

の請求は、第39条第４項又は第５項（第46条

第１項において準用する場合を含む。 ）の規定

による引渡しを受けたとみなされる日から２

年（木造その他これに準ずる構造の工作物の

建設工事にあっては１年、設計図書で別に期

間を定めた建設工事にあっては当該期間）以

内に行わなければならない。ただし、そのか

しが請負者の故意又は重大な過失により生じ

た場合には、当該請求を行うことのできる期

間は、10年とする。 

３ 契約担当者は、工事目的物が第１項のかし

により滅失し、又はき損したときは、第２項

に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損

の日から６月以内に第１項の権利を行使しな

ければならない。 

４ 第１項の規定は、工事目的物のかしが支給

材料の性質又は契約担当者若しくは監督員の

指図により生じたものであるときは適用しな

い。ただし、請負者がその材料又は指図の不

適当であることを知りながらこれを通知しな

かったときは、この限りでない。 

 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第50条 請負者の責めに帰すべき事由により工

期内に建設工事を完成することができない場

合においては、契約担当者は、損害金の支払

を請負者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来

形部分に相応する請負代金額を控除した額に

つき、遅延日数に応じ、知事が別に定める割

合で計算した額とする。 

ることができる。ただし、その履行の追完に

過分の費用を要するときは、契約担当者は履

行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、請負者は、契約担当

者に不相当な負担を課するものでないとき

は、契約担当者が請求した方法と異なる方法

による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、契約担当者が相当

の期間を定めて履行の追完の催告をし、その

期間内に履行の追完がないときは、契約担当

者は、その不適合の程度に応じて代金の減額

を請求することができる。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、催告をするこ

となく、直ちに代金の減額を請求することが

できる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明

確に表示したとき。 

 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示 

  により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達すること

ができない場合において、請負者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、契約担当者

がこの項の規定による催告をしても履行の

追完を受ける見込みがないことが明らかで

あるとき。 

 

第50条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ 契約担当者の責めに帰すべき事由により、

第40条第２項（第46条第１項において準用す

る場合を含む。 ）に規定する期日までに請負代

金が支払われなかった場合においては、請負

者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、

知事が別に定める割合で計算した額の遅延利

息の支払を県に請求することができる。 

（契約担当者の解除権） 

第52条 契約担当者は、請負者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、請負契約を解除す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 (1) （略） 

 (2) その責めに帰すべき事由により工期内に

建設工事を完成しないとき、又は工期経過

後相当の期間内に建設工事を完成する見込

みが明らかにないと認められるとき。 

 (3) （略） 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、請負契約に

違反し、その違反により請負契約の目的を

達することができないと認められるとき。 

(5) 第54条第１項の規定によらないで請負契

約の解除を申し出たとき。 

(6) 請負者（請負者が共同企業体を結成して

いる場合にあっては、その構成員のいずれ

かの者。以下この号において同じ。 ）が次の

いずれかに該当するとき。 

ア 役員等（請負者が個人である場合にあ

っては当該個人をいい、請負者が法人で

ある場合にあっては当該法人の役員又は

その支店若しくは常時建設工事の請負契

約を締結する事務所の代表者をいう。以

 

 

 

 

 

 

 

 （契約担当者の催告による解除権） 

第52条 契約担当者は、請負者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行が

ないときは、請負契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過した時における

債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通

念に照らして軽微であるときは、この限りで

ない。 

 (1) （略） 

 (2) 工期内に建設工事を完成しないとき、又

は工期経過後相当の期間内に建設工事を完

成する見込みが明らかにないと認められる

とき。 

 (3) （略） 

 (4) 正当な理由なく、第49条第１項の履行の

追完がなされないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、請負契約に

違反したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

下この号において同じ｡)が暴力団員等

（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号。以下

この号において「暴対法」という。 ）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下アに

おいて「暴力団員」という。 ）又は暴力団

員でなくなった日から５年を経過しない

者をいう。以下この号において同じ。 ）で

あると認められるとき。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下この号において同

じ。 ）又は暴力団員等が経営に実質的に関

与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の

不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員等を利用したと認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対し

て財産上の利益の供与又は不当に有利な

取扱いをする等直接的又は積極的に暴力

団の維持若しくは運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

オ アからエまでに該当するもののほか、

役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な

関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約又は工事材料の購入契約その

他の契約の締結に当たり、その相手方が

暴力団関係業者であることを知りなが

ら、当該契約を締結したと認められると

き。 

キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材

料の購入契約その他の契約の相手方とし

た場合（カに該当する場合を除く。 ）に、

契約担当者が請負者に対して当該契約の

解除を求め、請負者がこれに従わなかっ

たとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ク 契約担当者が第14条の２第３項の解除

を求め、請負者が正当な理由がなくこれ

に従わなかったとき（キに該当する場合

を除く。 ）。 

２ （略） 

３ 第１項の規定により請負契約が解除された

場合においては、請負者は、請負代金額の10

分の１（低入札価格調査を受けて落札者とな

った請負者にあっては、請負代金額の10分の

３）に相当する額を違約金として契約担当者

の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

４ 第１項第１号から第５号までの規定により

請負契約が解除された場合においては、契約

担当者は、第12条第１項の規定により契約保

証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、当該契約保証金又は担保

をもって前項の違約金に充当することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （契約担当者の催告によらない解除権） 

第52条の２ 契約担当者は、請負者が次の各号

のいずれかに該当するときは、直ちに請負契

約を解除することができる。 

 (1) 第13条第１項の規定に違反して請負代金

債権を譲渡したとき。 

 (2) 請負契約の目的物を完成させることがで

きないことが明らかであるとき。 

 (3) 引き渡された工事目的物に契約不適合が

ある場合において、その不適合が目的物を

除却した上で再び建設しなければ、契約の

目的を達成することができないものである

とき。 

 (4) 請負者が請負契約の目的物の完成の債務

の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。 

 (5) 請負者の債務の一部の履行が不能である

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合又は請負者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合におい

て、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

 (6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示

により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達すること

ができない場合において、請負者が履行を

しないでその時期を経過したとき。 

 (7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がそ

の債務の履行をせず、契約担当者が前条の

催告をしても契約をした目的を達するのに

足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

 (8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下この項において同じ｡)又は暴力団員等

（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第６号に規定する暴力団員

（以下この号において「暴力団員」とい

う。 ）又は暴力団員でなくなった日から５年

を経過しない者をいう。以下この項におい

て同じ。 ）が経営に実質的に関与していると

認められる者に請負代金債権を譲渡したと

き。 

 (9) 第54条又は第54条の２の規定によらない

で請負契約の解除を申し出たとき。 

 (10) 請負者（請負者が共同企業体を結成して

いる場合にあっては、その構成員のいずれ

かの者。以下この号において同じ。 ）が次の

いずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（請負者が個人である場合にあ

っては当該個人をいい、請負者が法人で

ある場合にあっては当該法人の役員又は

その支店若しくは常時建設工事の請負契

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約を締結する事務所の代表者をいう。以

下この号において同じ。 ）が暴力団員等で

あると認められるとき。 

  イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的

に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の

不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力

団員等を利用したと認められるとき。 

  エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対し

て財産上の利益の供与又は不当に有利な

取扱いをする等直接的又は積極的に暴力

団の維持若しくは運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

オ アからエまでに該当するもののほか、

役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な

関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約又は工事材料の購入契約その

他の契約の締結に当たり、その相手方が

暴力団関係業者であることを知りなが

ら、当該契約を締結したと認められると

き。 

キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材

料の購入契約その他の契約の相手方とし

た場合（カに該当する場合を除く。 ）に、

契約担当者が請負者に対して当該契約の

解除を求め、請負者がこれに従わなかっ

たとき。 

ク 契約担当者が第14条の２第３項の解

除 を求め、請負者が正当な理由がなく

これに従わなかったとき（キに該当する

場合を除く。 ）。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による解

除に準用する。 

（契約担当者の責めに帰すべき事由による場

合の解除の制限） 

 



 

 

 

 

 

 

 

第53条 契約担当者は、建設工事が完成するま

での間は、前条第１項の規定によるほか、必

要があるときは、請負契約を解除することが

できる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による解

除に準用する。 

３・４ （略） 

（請負者の解除権） 

第54条 請負者は、次の各号のいずれかに該当

する理由があるときは、請負契約を解除する

ことができる。 

 

 

 

 

 (1) 第29条第１項の規定により設計図書を変

更したため請負代金額が３分の２以上減少

したとき。 

 (2) 第29条の２第１項又は第２項の規定によ

る建設工事の施工の中止期間が工期の10分

の５（工期の10分の５が６月を超えるとき

は、６月）を超えたとき。ただし、中止が

建設工事の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の工事が完了した後３月を

経過しても、なおその中止が解除されない

とき。 

 (3) 契約担当者が請負契約に違反し、その違

反により契約の履行が不可能となったと

き。 

２ 請負者は、前項の規定により請負契約を解

第52条の３ 第52条第１項各号又は前条第１項

各号に定める場合が契約担当者の責めに帰す

べき事由によるものであるときは、契約担当

者は、前２条の規定による契約の解除をする

ことができない。 

（契約担当者の任意解除権）  

第53条 契約担当者は、建設工事が完成するま

での間は、第52条又は第52条の２の規定によ

るほか、必要があるときは、請負契約を解除

することができる。 

２ 第52条第２項の規定は、前項の規定による

解除に準用する。 

３・４ （略） 

（請負者の催告による解除権） 

第54条 請負者は、契約担当者が請負契約に違

反したときは、相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないとき

は、請負契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時における債務の不

履行が請負契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

除した場合において、損害があるときは、そ

の損害の賠償につき必要な費用の負担を県に

請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解除に伴う措置） 

第55条 第39条第２項から第４項までの規定

は、請負契約が解除された場合において準用

する。この場合において、同条第２項前段中

「前項の完成届出書の提出を受けたとき」と

あるのは「解除の通知をし、又は解除の通知

を受けたとき」と、「建設工事の完成」とあ

るのは「出来形部分」と、同条第４項中「工

事目的物」とあるのは「出来形部分及び部分

払の対象となった特殊な工場製品」と読み替

える。 

２～５ （略） 

 

 

 

（請負者の催告によらない解除権） 

第54条の２ 請負者は、次の各号のいずれかに

該当する理由があるときは、直ちに請負契約

を解除することができる。 

 (1) 第29条第１項の規定により設計図書を変

更したため請負代金額が３分の２以上減少

したとき。 

 (2) 第29条の２第１項又は第２項の規定によ

る建設工事の施工の中止期間が工期の10分

の５（工期の10分の５が６月を超えるとき

は、６月）を超えたとき。ただし、中止が

建設工事の一部のみの場合は、その一部を

除いた他の部分の工事が完了した後３月を

経過しても、なおその中止が解除されない

とき。 

（請負者の責めに帰すべき事由による場合の

解除の制限） 

第54条の３ 第54条又は前条各号に定める場合

が請負者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、請負者は、前２条の規定による

契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第55条 第39条第２項から第４項までの規定

は、請負契約が工事の完成前に解除された場

合において準用する。この場合において、同

条第２項前段中「前項の完成届出書の提出を

受けたとき」とあるのは「解除の通知をし、

又は解除の通知を受けたとき」と、「建設工

事の完成」とあるのは「出来形部分」と、同

条第４項中「工事目的物」とあるのは「出来

形部分及び部分払の対象となった特殊な工場

製品」と読み替える。 

２～５ （略） 

 



 

６ 請負者は、請負契約が解除された場合にお

いて、支給材料があるときは、第２項の検査

に合格した出来形部分に使用されているもの

を除き、契約担当者に返還しなければならな

い。この場合において、当該支給材料が請負

者の故意若しくは過失により滅失し、若しく

はき損したとき、又は同項の検査に合格しな

かった出来形部分に使用されているときは、

代品若しくは原状に復した支給材料を返還

し、又は返還に代えてその損害につき必要な

費用を負担しなければならない。 

 

７ 請負者は、請負契約が解除された場合にお

いて、貸与品があるときは、当該貸与品を契

約担当者に返還しなければならない。この場

合において、当該貸与品が請負者の故意又は

過失により滅失し、又はき損したときは、代

品若しくは原状に復した貸与品を返還し、又

は返還に代えてその損害を賠償しなければな

らない。 

８・９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除

された場合において、支給材料があるとき

は、第２項の検査に合格した出来形部分に使

用されているものを除き、契約担当者に返還

しなければならない。この場合において、当

該支給材料が請負者の故意若しくは過失によ

り滅失し、若しくは毀損したとき、又は同項

の検査に合格しなかった出来形部分に使用さ

れているときは、代品若しくは原状に復した

支給材料を返還し、又は返還に代えてその損

害につき必要な費用を負担しなければならな

い。 

７ 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除

された場合において、貸与品があるときは、

当該貸与品を契約担当者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が請

負者の故意又は過失により滅失し、又は毀損

したときは、代品若しくは原状に復した貸与

品を返還し、又は返還に代えてその損害を賠

償しなければならない。 

８・９ （略） 

10 工事の完成後に請負契約が解除された場合

は、解除に伴い生じる事項の処理については

契約担当者及び請負者が民法の規定に従って

協議して決める。 

（契約担当者の損害賠償請求等） 

第55条の２ 契約担当者は、請負者が次の各号

のいずれかに該当するときは、これによって

生じた損害の賠償を請求することができる。 

 (1) 工期内に工事を完成することができない

とき。 

 (2) この工事目的物に契約不適合があると

き。 

 (3) 第52条又は第52条の２の規定により、工

事目的物の完成後に請負契約が解除された

とき。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨

に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前

項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金

額の10分の１に相当する額を違約金として契

約担当者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

 (1) 第52条又は第52条の２の規定により工事

目的物の完成前に請負契約が解除されたと

き。 

 (2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債

務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰

すべき事由によって請負者の債務について

履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した

場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。 

 (1) 請負者について破産手続開始の決定があ

った場合において、破産法（平成16年法律

第75号）の規定により選任された破産管財

人 

 (2) 請負者について更生手続開始の決定があ

った場合において、会社更生法（平成14年

法律第154号）の規定により選任された管財

人 

 (3) 請負者について再生手続開始の決定があ

った場合において、民事再生法（平成11年

法律第225号）の規定による再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合

（前項の規定により第２項第２号に該当する

場合とみなされる場合を除く。 ）が請負契約及

び取引上の社会通念に照らして請負者の責め

に帰することができない事由によるものであ

るときは、第１項及び第２項の規定は適用し

ない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項１号に該当し、契約担当者が損害の

賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額

から出来形部分に相応する請負代金額を控除

した額につき、遅延日数に応じ、知事が別に

定める割合で計算した額を請求するものとす

る。 

６ 第２項の場合（第52条の２第１項第８号及

び第10号の規定により、請負契約が解除され

た場合を除く。 ）において、第12条の規定によ

り契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、契約担当者は、

当該契約保証金又は担保をもって同項の違約

金に充当することができる。 

（請負者の損害賠償請求等） 

第55条の３ 請負者は、契約担当者が次の各号

のいずれかに該当する場合はこれによって生

じた損害の賠償を請求することができる。た

だし、当該各号に定める場合が請負契約及び

取引上の社会通念に照らして契約担当者の責

めに帰することができない事由によるもので

あるときは、この限りでない。 

 (1) 第54条又は第54条の２の規定により請負

契約が解除されたとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に

従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 第40条第２項（第46条第１項において準用

する場合を含む。 ）に規定する期日までに請負

代金が支払われなかった場合においては、請

負者は、未受領金額につき、遅延日数に応

じ、知事が別に定める割合で計算した額の遅

延利息の支払を県に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第55条の４ 契約担当者は、引き渡された工事

目的物に関し、第39条第４項（第46条第１項

において準用する場合を含む。 ）の規定による

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引渡し（以下この条において単に「引渡し」

という｡)を受けた日から２年以内でなけれ

ば、契約不適合を理由とした履行の追完の請

求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は

契約の解除（以下この条において「請求等」

という。 ）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等

の契約不適合については、引渡しの時、契約

担当者が検査して直ちにその履行の追完を請

求しなければ、請負者は、その責任を負わな

い。ただし、当該検査において一般的な注意

の下で発見できなかった契約不適合について

は、引渡しを受けた日から１年が経過する日

まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の

内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請

求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責

任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 契約担当者が第１項又は第２項に規定する

契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下

この項及び第７項において「契約不適合責任

期間」という。 ）の内に契約不適合を知り、そ

の旨を請負者に通知した場合において、契約

担当者が通知から１年が経過する日までに前

項に規定する方法による請求等をしたとき

は、契約不適合責任期間の内に請求等をした

ものとみなす。 

５ 契約担当者は、第１項又は第２項の請求等

を行ったときは、当該請求等の根拠となる契

約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、

当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故

意又は重過失により生じたものであるときに

は適用せず、契約不適合に関する請負者の責

任については、民法の定めるところによる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第６章 雑則 

 （保険等） 

第56条 （略） 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責

任期間については適用しない。 

８ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支

給材料の性質又は契約担当者若しくは監督員

の指図により生じたものであるときは、契約

担当者は当該契約不適合を理由として、請求

等をすることができない。ただし、請負者が

その材料又は指図が不適当であることを知り

ながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。 

   第６章 雑則 

 （保険等） 

第56条 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。 

 


